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本研究では，社会基盤整備における公的討議の意義と課題について整理し，社会的意思決定における正統性
を様々な討議過程を通じて担保するための理論的枠組みについて考察する．その際，討議システムの概念を導
入し，公的討議が特定の公的討議を対象としたミクロ討議，討議システム全体を対象としたマクロ討議で構成
されており，パブリック・インボルブメント等が，ミクロ討議とマクロ討議を接合させる役割を果たすことを指
摘する．その上で，討議システムを構成する公的討議の基本原理や規範的要件について整理し，現実の討議の
望ましさを評価するための基本的な考え方や実証分析の方法，及びその課題や問題点について考察する．
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1. はじめに

現在，社会基盤整備を実施する上で，住民代表，有
識者，企業や団体の代表等から構成される第 3者委員
会を設置し，当該の整備問題に関わる公的討議（public
deliberation）を行うことの重要性が指摘されている1),2)．
多くの社会基盤整備事業において，パブリック・イン
ボルブメント（Public Involvement; PI）が実施されてい
るが，その中で公的討議は事業の社会的妥当性を検証
する上で重要な役割を担っている．そこでは，社会基
盤整備に関わる様々な関係者の価値観や利害関心を衡
量しつつ，公共的観点に基づいて当該事業に関わる判
断基準や意思決定の妥当性の根拠を見出すことが期待
されている．
しかし，社会基盤整備に関わる公的討議は，現代社会

の複雑性・多様性に起因して様々な課題を抱えている．
まず，公的討議への参加範囲に関して限界が存在する
3)．ラディカルな民主制論においては，全ての市民が社
会的意思決定に直接的に参加する直接民主制を支持す
る傾向が根強く存在する．しかし，現代社会において，
全ての関係者が社会的意思決定に直接的に関与するこ
とは現実的ではない．特に，社会基盤整備事業は多く
の利害関係者に対して様々な影響を及ぼすが，全ての
利害関係者が当該事業に関わる討議に参加することは
実質的に不可能である．そのため，限られた参加者の
間で公的討議を実施せざるを得ない．こうした限定的
な討議が社会的な意思決定の妥当性の根拠になり得る
かが常に問われる．
さらに，現実の討議場面では，討議参加者の間で様々

な利害関心が交錯し，協調的な議論が行われない可能

性がある．互いに価値観や利害関心の異なる討議参加
者の間で事業について合意が得られず，議論が膠着し
事業に関わる意思決定が行き詰ることもある．さらに，
Sunstein4)が指摘する通り，討議参加者が自己の立場や
見解を正当化するあまり，参加者の意見が極端な方向
に向かう集団極化（group polarization）現象が生じる可
能性がある．この問題は，公的討議の実施が却って事
態を悪化させてしまうことを意味している．
土木計画学の分野において，これまで PIや公的討議

に関わる様々な実証的・経験的研究が蓄積されてきた．
しかし，従来の研究において「望ましい公的討議のあ
り方」に関わる規範理論については十分に議論されて
いないのが実情である．こうした規範理論が存在しな
い状況では，現実の公的討議に対してその望ましさを
評価するための基準を見出せず，より良い討議に向け
た改善を図ることが困難である．一方，政治学の討議
理論の分野では，Habermasの先駆的研究をはじめ，社
会的意思決定の正統性を討議によって基礎付けるため
の原理やそこで討議の手続きが準拠すべき規範的基準
に関して数多くの議論が展開してきた．ただし，討議
理論の規範的枠組みに基づいて，現実の討議を評価す
る上では様々な課題が残されており，公的討議の規範
的評価に関わる体系的な方法論は確立していない．
以上の問題意識に基づいて，筆者等の先行研究5)では，

Habermasをはじめとする討議理論における知見を踏ま
えて，社会基盤整備に関わる公的討議の基本原理や規
範的要件について考察している．その際，討議システ
ムの概念を導入し，社会的意思決定の正統性を様々な
討議全体の中で担保するための理論的枠組みについて
検討している．本稿では，この先行研究の知見を再整
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理すると共に，政治学の討議理論に関する実証研究の
知見をレビューしつつ，現実の討議の望ましさを評価
するための基本的な考え方や実証的方法について考察
し，その課題や問題点について取りまとめる．以下，2.
では，公的討議の役割と今日的課題を整理する． 3.で
は，討議システムの概念を提示する． 4.では，特定の
公的討議を対象としたミクロ討議理論について検討す
る． 5.では，討議システム全体を対象としたマクロ討
議理論について検討する． 6.では，ミクロ討議とマク
ロ討議の接合領域について検討する．

2. 公的討議の役割と課題

(1) 社会基盤整備における正統性
社会基盤整備は，納税者，地域住民，企業や組織等，

様々な利害関係者に直接的，間接的な影響を及ぼす．利
害関係者の価値観や利害関心が多様化する中で，すべ
ての利害関係者を満足させるような合意を形成するこ
とは実質的に不可能である．そこで，社会基盤整備に
関わる判断や意思決定において，どのような判断の原
則や規準を妥当なものとして認めるかが重要な問題と
なる．すなわち，この問題は「社会基盤整備に関わる
判断や意思決定の正統性（legitimacy）はどのように賦
与されるか」という問いでもある．
正統性の概念は多義的であるが6)−9)，本稿では

Suchman10)に従い，「ある主体およびその行為を，規範，
価値，信念，定義等が社会的に構造化されたシステム
のなかで，望ましく妥当であり，あるいは適切である
という一般化された認識」と定義する．Suchman10)によ
れば，このような正統性は，1)実用的正統性 (pragmatic
legitimacy)，2) 道徳的正統性 (moral legitimacy)，3) 認
識的正統性 (cognitive legitimacy)という 3つの正統性概
念に分類できる10)．第 1の実用的正統性は，ある主体
の行為がそれに関連する人々の利益の増進につながる
かどうかを問う．社会基盤整備の実用的正統性を検討
する手法として，費用便益分析等が利用される．しか
し，社会基盤整備により，関連するすべての主体が利
益を享受することを保証することは実質的に不可能で
ある．したがって，実用的正統性の概念のみにより，社
会基盤整備を正統化することには限界がある．第 2の
道徳的正統性は，行為が正しいかどうかという評価に
基づくものであり，行為の結果，行為の手続き，行為
主体の誘因・報酬構造が道徳的に適切であるかを問う．
第 3の認識的正統性は，利益や評価ではなく，社会的に
必要性が認識されることに基づく正統性である．認識
的正統性の基準として，理解可能性 (comprehensibility)
と当然性 (take-for-grantedness)がある．理解可能性は，
ある行為がもたらす結果が予測可能で，その内容が分

かりやすいかどうかを意味する．一方，当然性は，あ
る行為とそれがもたらす結果に対して，十分な議論や
検討がなされて，その内容が社会的に当然のこととし
て受け入れられる程度に成熟したものであることを意
味する．
社会基盤整備において，関係主体が多様な価値観を

持ち，互いに利害が対立するような環境において合意
を形成することは極めて難しい．現在，PIを初めとし
て，多くの市民参加型の計画プロセスが提案されてい
る．このような計画プロセスにおける意思決定が正統
性を持つためには，一義的には実用的正統性，道徳的
正統性を達成することが必要である．しかし，これら 2
つの正統性概念だけでは，社会基盤整備の正統性を完
全には保証できない．最終的には，社会基盤整備がプ
ラス・マイナスの影響に関して，事前に十分に検討し，
認識的正統性を確保しえたかどうかが重要な課題とな
る．公的討議は認識的正統性を確保するための手段で
ある．

(2) 討議倫理と討議原則
Habermasは，社会的意思決定の正統性の根拠を討議

（discourse）過程に求め，討議倫理（discourse ethics）を
提唱した12),13)．討議倫理とは，社会的意思決定の正統
性を討議の手続きによって根拠付けるための原理を意味
している13)．Habermasによれば，討議とは一般に「問
題化した妥当性要求をテーマとし，それの正統性を目
指して試みられる議論という特徴を持つコミュニケー
ション形態」を意味する14)．討議過程において，討議
参加者は互いに自分の見解の妥当性を要求し，その相
互承認を得ることを目指す．討議における妥当性要求
(Geltungsansprüche)は，1)真理性要求，2)正当性要求，
3)誠実性要求の 3つに区分される12)．ここで，真理性
要求は，客観的世界における命題の真理性に関わるも
のである．正当性要求は，参加者の存在する社会的世
界における規範の正当性に関わるものであり，誠実性
要求は，発話者の主観的世界における発言内容の誠実
性に関わっている．討議参加者は，真理性要求や正当
性要求においては，その根拠を提出することにより，誠
実性要求においては首尾一貫した行動を行うことによ
り妥当性要求に応えなければならない．
討議参加者が主張する妥当性要求が社会的な了解に

達したか否かは，討議過程において，その妥当性要求が
間主観的な承認を得られたか否かに依拠している．こ
の点において，Habermasは，Meadの「理想的役割取
得」モデルを手掛かりに，討議の理念形態を定式化し
ている13),15)．この討議モデルにおいては，討議参加者
は「誰もが受け入れられる理由」によって自らの判断
や決定を正当化するように要請される．そして，参加
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者の間で理由付けの交換が為される中で，各参加者は
他の参加者のパースペクティブ（観点）を引き受けな
がら，その妥当性要求を了解するか否かを判断する．
Habermasによれば，以上の討議過程において承認に

値する規範のみが正統化されたものとして妥当性を持
つ．Habermasの討議倫理は，討議が準拠すべき根本的
な原則として以下に示す討議原則を定めている．

討議原則：すべての関与者が，実践的討議の参加者と
して同意 (Zustimmung) を与えた (与えるであろう) 規
範のみが妥当性を要求しうる13)．

規範の妥当性を巡り見解の相違が問題化した場合，そ
の解決に当たって必然的に討議が要請される．討議原
則は，見解の相違が現れた時に，討議そのものの意義
を否定することは，問題化された規範の正統性そのも
のを否定することになり得ると主張している．

(3) 公的討議の課題
Habermasの先駆的研究以来，討議理論（discourse the-

ory）に関する数多くの研究がなされてきた．討議理論
は一般に，討議倫理が課す理想的手続きを踏まえて，そ
れを具体化するための社会制度を理念的に導き出すこ
とを目指している15),16)．しかし，現実のコミュニケー
ションにより展開される公的討議において，Habermas
が措定したような理想的なコミュニケーションを実現
することは極めて困難である．社会基盤整備の現場で
展開される公的討議は，従来の討議理論の枠組みでは
解決することが困難な様々な課題を抱えている．既往文
献17)−35)における議論は，1)合意と多元論のジレンマ，
2)規模の問題，3)認識的正統性の問題，4)公共理性の
低下，という課題に集約できる5)．
第 1に，Habermasの討議原則は，討議におけるすべ

ての参加者の合意に正統性の根拠を置いている．しか
し，実際の討議において参加者全員の合意を形成する
ことが必ずしも現実的でないだけでなく，合意志向的な
討議が必然的に排除や抑圧を生む危険性がある17)−19)．
例えば，Mouffeは，討議における対立の契機を否定し，
合意のみを志向することは，社会の中で認識されない
者，沈黙する者に対する暴力となり得ることを指摘し
ている17)．多様な価値観が共存する現代社会では，合意
を目指すよりも，むしろ価値の多様性を維持すること
が重要視される．このように，討議は合意（consensus）
と多元論（pluralism）という相対立する理念のジレンマ
を抱えている20)．齋藤21)が指摘する通り，公的討議は，
合意が形成されるとともに，不合意が新たに形成され
る過程でもある．したがって，短絡的な合意を追究す
ることも，一切の合意を否定し，無制限な多元性を追
究することも，ともに公的討議の基本的性質に反して
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図–1 公共理性の民主的次元とソクラテス的次元

いる．むしろ，公的討議における合意の契機と対立の
契機を綜合化することが重要である．
第 2に，討議原則が要請する参加要件は，比較的小規

模な社会においてのみ実現可能である22)−28)．高度に複
雑化した現代社会では，不特定多数の人々が限られた時
間的・地理的制約の下で討議に参加する22),26)．一方で，
討議参加者間の社会的・文化的・心理的距離が著しく拡
大した23)．そのため，多様な関係者が関与する社会的
な意思決定問題に関して，関係者全員が討議に参加す
ることは事実上不可能である．Parkinson26),29)は，この
問題を公的討議を巡る「規模の問題」と呼称している．
Dryzekは，公的討議の規模の問題に対処するためには，
特定の討議に正統性の根拠を求めることには限界があ
り，社会における様々な討議の集合体 (constellation of
discourses) に根拠を置くことが重要であると指摘して
いる20)．すなわち，社会的意思決定の正統性は，その
意思決定が社会に存在する多様な討議の総体と整合し
ているか否かに基づいて担保される．社会基盤整備に
おいて，すべての利害関係者が特定の公的討議に参加
することが実質的に困難である以上，意思決定主体は，
当該の問題に関して社会全体の中でどのような議論が
展開されているかを勘案して，意思決定の正統性を判
断するという巨視的な視点が求められる．
第 3に，社会基盤整備に関わる公的討議では，専門

的・技術的判断に関する議論が行われる場合が少なくな
い．関係者は，それぞれの知識や関心に基づいて，社会
基盤整備に関わる意思決定の妥当性を評価するが，そ
の判断の根拠となる妥当性の範囲を認識フレームと呼
ぶ30),31)．専門家と一般の利害関係者の間では，科学的・
技術的判断に関わる認識フレームの相違が存在する．こ
のような認識の対立が生じる理由として，科学的・技
術的判断における厳密性と適切性のジレンマが挙げら
れる32)．専門家や研究者は，学会をはじめとする専門
領域において，厳しい競争に晒されている．そこでは，
専門家は精密なデータや確固たる証拠を判断の拠とし，
科学的・技術的判断における厳密性が要求される．し
かし，一般の利害関係者は技術的判断の厳密性よりも，
自分の関心にとって有用であるか，技術的な判断が常識
的な内容であるかという技術的判断の適切性を問題と
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する．専門家は，技術的判断の厳密性を重要視するか，
現場の状況に照らして一般関係者のフレームを受け入
れるかを判断しなければならない33),34)．現場の問題解
決にとって適切なフレームを見出すためには，専門家
や利害関係者間のコミュニケーションを通じて，それ
ぞれの主体が自らのフレームを相対化しつつ，フレー
ム間の調整を図ることが必要となる30),31)．
第 4 に，公的討議の規範理論においては，公共理

性（public reason）を軸として議論が展開されている．
Chambersは，図–1に示すように，公共理性がソクラ
テス的次元（Socratic dimension）と民主的次元（Demo-
cratic dimension）により構成されていることを指摘し，
公的討議における理性を 4つの類型に分類している35)．
ここで，ソクラテス的次元は，自分自身の信念や論拠
を適切に説明することに関わる次元であり，この次元
において公共理性と対置する理性は，国民投票的理性
（plebiscitary reason）と呼ばれる．国民投票的理性は，で
きる限り多数の人々を喜ばせることを目的とする理性
であり，ともすれば，大衆迎合的であり，思慮の浅い判
断に基づいた内容を持っている．一方，民主的次元は，
自分の主張を公共利益の観点から表明することに関わ
る次元であり，この次元において公共理性と対置する
理性は，私的理性（private reason）と呼ばれる．私的理
性は，限られた観衆にしか訴えかけず，場合によっては
自分自身の利己的な関心のみに配慮することを表して
いる．現実の公的討議では，多様な参加者の価値や利
害関心が錯綜しており，公共理性を維持することは容
易ではない．公的討議における公共理性は，民主的次
元において私的理性に移り，ソクラテス的次元におい
て国民投票的理性に移る危険性を常に孕んでいる．社
会基盤整備に関わる公的討議において，私的理性ある
いは国民投票的理性を抑制することが求められる．

3. 討議システムの構造と機能

(1) 討議システム概念
社会基盤整備に関わる意思決定においては，議会や

行政内の会議，あるいは，有識者委員会や流域委員会
等の第 3者委員会による公式の討議だけでなく，様々な
利害関係者の間で多様な形態の議論が行われる．いず
れも限られた討議参加者による議論であり，社会にお
ける一連の討議全体の内容が社会的意思決定の正統性
の根拠となる．このような討議全体を，討議システム
として表現する22),25)−28)．既往研究によれば，討議シス
テムは，1)討議の多様性，2)討議間の連結性，3)討議
の継続性という 3つの特徴を有する22),28)．第 1に，討
議システムは，行政関係者と有権者間の討議，専門家
間の討議，議会における討議，マスメディアにおける討
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図–2 討議システムの概念

議，企業や各種組織間の討議，そして，地域における日
常的な対話（everyday talk）等，公式及び非公式の多様
な討議を内包している25)−28)．第 2に，討議システムに
おいては，これらの諸討議が相互に絡み合い，重なり
合いながら，社会的なネットワークが形成される．第 3
に，討議システムでは，個々の討議が継続的に実施さ
れながら，それらが連結し合い，全体として時間とと
もに進化していく．この様な討議プロセスが進行する
中で，諸個人の選好や信念が生産され（constructive），
互いに応答し合い（responsive），選好と信念の相互的
な変容（transformative）がなされる22)．
Hendricsは，図–2に示すように，討議システムを 1)

ミクロ討議領域（micro discursive sphere），2) マクロ
討議領域（macro discursive sphere），3) 混合討議領域
（mixed discursive sphere）から構成される複合領域とし
て概念化している28)．ミクロ討議領域では，有識者委
員会や議会等，公式な討議が行われる．主な討議参加
者は，議員，行政関係者，有識者，裁判官等である．マ
クロ討議領域では，非公式な討議が流動的に展開され
る．主な討議参加者は，社会運動家，NPO/NGO，利益
団体，企業，メディア等である．最後に，混合討議領域
は，公式なミクロ討議領域と非公式なマクロ討議領域
を接合する場を提供する．この領域では，各種フォーラ
ムやタウンミーティング等，ミクロ討議領域の参加者
とマクロ討議領域の参加者が互いに議論を交わす．ま
た，地域の生活者や一般の納税者も議論に加わる．後
述する様に，PIは混合討議領域においてマクロ討議と
ミクロ討議を接合する上で重要な役割を果たす．

(2) 討議システムの構成要素
Dryzekは，討議システムの構成要素として，1)公共

圏（public space），2)権限圏（empowered space），3)
伝達過程（transmission），4)アカウンタビリティ（ac-
countability），5)メタ討議（meta-deliberation），6)決
定性（decisiveness）の 6つの要素を挙げている20)．第
1に，公共圏では，誰が議論に参加し，どのような発言
をするかに関する法的制限が極力緩和された状況で，自
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由で，広範囲にわたるコミュニケーションが行われる．
公共圏への参加者は，一般市民，専門家や研究者，企
業や組織，社会運動家，政治的活動家，メディア等，多
岐に亘る．公共圏には，市民フォーラム，市民公聴会，
インターネット会議等の各種会議の他，カフェや職場
等における日常的な会話も含まれる．公共圏は，図–2
に示した討議システムの概念モデルにおけるマクロ討
議領域と重なる領域である．第 2に，権限圏では，社
会的意思決定に関する決定権限を有する主体間で討議
が行われる．権限圏には，議会，行政組織，裁判所等が
含まれる．その他に，行政関係者や有識者，地域住民や
企業・組織の代表者から構成され，決定権を委任された
審議会も権限圏に含まれる．権限圏は，討議システム
におけるミクロ討議領域と重なる領域である．第 3に，
伝達過程は，公共圏での討議内容が権限圏での討議に
影響を及ぼす媒介過程を意味する．公共圏から権限圏
への伝達は，公共圏における議論やレトリック，アイデ
アが権限圏に受容され，浸透することによって実現す
る．第 4に，アカウンタビリティは，権限圏の参加主
体が公共圏に対して意思決定の正統性を提示する過程
を意味する．アカウンタビリティは，選挙キャンペー
ンや行政の各種広報手段の他，権限主体と公共圏に属
する利害関係者が一同に会する各種フォーラムにおい
て履行される．伝達過程やアカウンタビリティは，討
議システムにおける混合討議領域と重なる領域である．
第 5に，メタ討議は，討議システム自体がどのように
組織化されるべきかに関する高次の討議を表している．
討議システムを維持するために，これらすべての問題
について討議することが必要とされるわけではないが，
討議を行うべきか否かに関する高次の判断が要請され
る．メタ討議は，討議システムの自己審査，自己修正
機能を担う．第 6に，決定性は，以上の 5要素が社会
的意思決定に影響を及ぼす程度を表している．

Dryzekによれば，討議システムの機能 (以下，討議的
性能（deliberative capacity）と呼ぶ)は，討議が有する
1)真正性（authentic），2)包括性（inclusive），3)帰結
性（consequential）を用いて評価される20)．討議の真正
性は，討議参加者が非強制的な形で他の参加者のパー
スペクティブを引き受け，参加者の有する様々な選好
や価値を内省する程度を表す．この基準は，討議倫理
が規定する理想的条件の程度を表している．討議の真
正性は，上述の討議システムの構成要素の中で，特に
最初の 5要素（公共圏，権限圏，伝達過程，アカウン
タビリティ，メタ討議）において要請される．第 2に，
討議の包括性は，当該の問題に関わる利害関係者やそ
の代表者に討議に参加する機会を保障する程度を表す．
討議の包括性は，特に公共圏と権限圏において要請さ
れる．第 3に，討議の帰結性は，討議内容が社会的意
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図–3 本研究の理論的枠組み

思決定の帰結に何らかの形で影響を及ぼし得る程度を
表す．討議の帰結性は，討議システムの全要素によって
担保される．

(3) ミクロ討議理論とマクロ討議理論
討議システムの概念を下敷きにして，公的討議の規範

的評価を行うための基本的な枠組みを図–3に示す5)．討
議理論は，1)ミクロ討議理論（micro deliberative theory）
と 2) マクロ討議理論（macro deliberative theory）に大
別される20),28)．ミクロ討議理論は，討議システムの構
成要素の中で，主に権限圏における公的討議を対象と
する．ただし，第 3者委員会等，権限主体によって委託
された公式の討議も公的討議に含まれる．ミクロ討議
理論は，公的討議が満足すべき規範的条件を明らかに
することを主要な課題とする28)．公的討議では，討議
参加者間の議論を通じて，1つの判断や意思決定がなさ
れる．ミクロ討議理論は，その理念モデルとして，自
由で平等な討議参加者が互いの観点を引き受け合いな
がら，合意を形成するプロセスを想定する．討議参加
者には，不偏不党性，他者の意見や相互理解への尊重，
共通善の観点を有することが要請される22)．一方，マ
クロ討議理論は公式・非公式の討議全体を対象とする．
マクロ討議領域では，様々な討議の間で多様な相互作用
が展開される．マクロ討議理論は，ミクロ討議理論とは
異なり，意思決定よりも意見形成に重点が置かれる28)．
マクロ討議の規範理論では，利害関係者の多様な価値
や意見に対する高次の合意（meta-consensus）の形成に
着目する．以上に加えて，本研究では 3)ミクロ－マク
ロ討議理論（micro-macro deliberative theory）について
も検討する．ミクロ－マクロ討議理論は，ミクロ討議
とマクロ討議の接合領域を対象とする28)．具体的には，
PI等を通じて，いかにして公共圏の諸討議を権限圏に
伝達すると共に，両者の間でアカウンタビリティ関係
を構築するかが検討される．本研究では，ミクロ討議
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表–1 討議理論の体系と課題
ミクロ討議理論 マクロ討議理論 ミクロ－マクロ討議理論

対象 特定の討議　 公式・非公式の討議全体　 橋渡し型討議
主な焦点 討議の手続き 討議の帰結 討議の手続き／帰結
規範的要件 Habermasの討議倫理 討議的正統性 アカウンタビリティ

Gutmann and Thompson原理 ・討議的代表性 ・意味の構造
・互恵の原理 ・メタ合意 ・正統化の構造
・和解の原理 ・間主観的合理性 ・支配の構造

規範的評価の方法 討議の質評価指標 等　 マクロ討議の内容分析 ミクロ討議基準とマクロ討議基準
（実証分析） 間主観性の分析 による総合評価

（手続き評価／包括性評価／
　帰結評価／信頼形成効果の評価）

規範理論の課題 厳格な手続き要件 手続き要件の不在 討議システムの病理
多元論の不在 戦略的コミュニケーション
手続き主義の偏重

実証分析の課題 討議の質評価の妥当性 マクロ討議の文脈感応性 ミクロ討議とマクロ討議の
誠実性の評価 実証分析の課題と同様

とマクロ討議を接合する討議を特に橋渡し型討議と呼
び，ミクロ討議とマクロ討議の規範的要件に基づいて
橋渡し型討議を総合的に評価する枠組みについて検討
する．表–1では，次章以降で述べる内容を先取りしつ
つ，ミクロ討議理論，マクロ討議理論，ミクロ－マク
ロ討議理論について，それぞれの規範的要件や規範的
評価の課題等について整理している．

4. ミクロ討議理論

(1) ミクロ討議の規範理論
社会基盤整備に関わる多くの意思決定問題では，保

全と開発，公平性と効率性等，道徳的な価値葛藤が内
在化している．こうした道徳的不合意を関係者間の討
議によっていかにして克服できるかがミクロ討議理論
の課題である．ここで，道徳的不合意を，討議的不合
意（deliberative disagreement）と非討議的不合意（non-
deliberative disagreement）に分類することが出来る36)．
討議的不合意は，討議参加者が討議過程において相互
に承認可能な解決案を見出すことに努めたとしても，道
徳的価値が対立し，合意に至らない状況を指す．一方，
非討議的不合意は，討議参加者が討議過程において相互
に承認可能な解決策を見出すことに努めないため，討議
参加者の間で合意に至らない状況を指す．例えば，私的
理性や国民投票的理性に従い，戦略的に発言することや
議事進行を妨げるような状況が考えられる．以下では，
公的討議の基本原理として，Gutmann and Thompson36)

の提示した互恵の原理について述べるが，討議的不合
意は，討議参加者が互恵の原理に従い，協力的に議論し
たとしてもなお合意に至らない状況を表している．一
方，非討議的不合意は，互恵の原理を満足せず，討議
参加者が社会的協力関係を維持することに努めない状
況を表している．
Gutmann and Thompson36)は，現実の討議過程におけ

る不合意の問題を克服するための原理を提示しており，
ミクロ討議の中心的課題を扱ったものとして先駆的貢
献を為している．Gutmann and Thompsonは，道徳的不
合意を克服するために，互恵（reciprocity）の原理に基
づく討議の重要性を指摘している36)．互恵の原理は，当
事者にとって相互に承認可能（mutually acceptable）で
あるか否かという理由を正当化の根拠とする．この原
理では，道徳的不合意の解決過程として，諸個人が互
いに自らの見解の理由を他者に示し，その正当化を図
る討議過程が想定される．互恵の原理は，討議参加者
に道徳的な要請と経験的な要請を課す．第 1に，討議参
加者は社会的な協力関係を維持することが要請される．
公的討議において，討議参加者にとって相互に承認可
能であるか否かという理由に基づいて，社会的な意思
決定の正統性を担保することが求められる．討議参加
者が社会的協力関係を否定する場合，相対立する他の
参加者の見解やその理由付けを受け入れる余地がなく，
公的討議における間主観的な了解プロセスを維持する
ことができない．第 2に，討議参加者は，その発言や
理由付けにおいて経験世界との親和性を維持すること
が要請される．公的討議の内容が，経験世界において
了解不可能である場合，その討議は互恵の原理に反す
る．この経験的な要請を満たすために，必要に応じて，
実態調査や社会実験等の実証的方法が求められる．実
証的方法は，討議参加者間の相互承認を支援し，その
ことにより，公的討議の継続に寄与する．

互恵の原理は，討議参加者に対して道徳的要請を課
すが，道徳的価値の間に対立が生じた場合，すべての
討議参加者が協力的に討議に参加したとしても，意見
の一致が見られないという討議的不合意が顕在化する
可能性がある．Gutmann and Thompsonは，妊娠中絶の
事例を用いて，このことを説明している36)．女性の権
利の主張者（中絶賛成派）も胎児の権利の主張者（中
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絶反対派）もともに双方の言い分に対して一定程度了
解を示すものの，それでも両者の間で意見が対立する．
胎児の権利を擁護する中絶反対派も，女性には自分の
身体をコントロールする基本的人権があると主張する
中絶賛成派の見解に合意する．一方，中絶賛成派も，無
実な人は殺されるべきでないと主張する中絶反対派の
見解に合意する．討議的不合意は，それでも両者の間
で中絶の賛否を巡って意見の対立が生じる状況を表し
ており，互恵の原理だけではその解決を完全には保障
し得ない．また，互恵の原理が課す経験的要請につい
ても，それぞれの討議参加者が対立する実証的な証拠
を提出することも考えられる．事実，胎児が人間とし
て認められ得るか否かを巡り，相対立する数多くの証
拠が提示され，科学論争に発展している．
Gutmann and Thompsonは，このような討議的不合意

の問題を克服するためには，互恵の原理だけではなく，
和解の原理（principle of accommodation）が必要である
ことを指摘している36)．和解の原理は，討議における
反論者に対する相互尊重（mutual respect）の基本理念
に基づいて，討議参加者に対して不合意に対する合意
（agreeting to disagree）を求めるとともに，反論者との
協力的な関係を形成することを要請する．討議が仮に
不合意という結果に終わっても，例えば，将来に社会経
済環境の変化によって，反論者の見解が望ましいものと
して採用される可能性に対する考慮を求める．討議参加
者には，自らの見解に対する内省（self-reflection）を促
すとともに，自分の見解が不適切であると判明した際に
は，その見解を変える可能性を保持することが要請され
る．和解の原理は，必ずしも合意の確立を目的とするも
のではない．PIを実施する上でも，それが合意形成自
体を目的とするものではないことが強調されている37)．
多元的価値社会においては，いかなる政策も道徳的価
値葛藤から無縁では有り得ない．この時，和解の原理
は，討議的不合意の短絡的な解消ではなく，多様な価値
に対する包括的理解（comprehensive understanding）を
目指す．この意味において，和解の原理は，合意と多
元論のジレンマを克服する契機となり得る行動原理で
ある．こうした包括的理解は，次章で説明する多様な
価値に関するメタ合意を表している．

(2) ミクロ討議の実証分析

討議理論の分野は，これまで主に討議の理念形態や
規範的基準に関わる規範理論として展開してきたが，近
年，政策科学（political science）の分野を中心として，
規範理論の枠組みに基づいて，現実の討議を実証的に
分析・評価する研究が進められている．ミクロ討議の実
証分析では，現実の討議の望ましさを評価すると共に，
どのような条件において，望ましい討議が実現できるか

を明らかにすることに主眼を置いている38)．Thompson
によれば，討議の実証分析を行う上で，討議の 1)概念
規定，2)評価基準，3)条件を明確化する必要がある38)．
すなわち，現実の討議の実証分析にあたっては，その討
議が，どのような条件の下で，どのような評価基準に
照らして，望ましいプロセスや結果を実現したか（あ
るいは，実現しなかったか）を明確化することが重要で
ある．以下では，これらの分析的視点について述べる．
a) ミクロ討議の概念規定
ミクロ討議の実証分析を行う上では，分析対象であ

る「討議」の概念を明確化する必要がある．討議をどの
ように定義するかによって，実証分析の対象範囲や分
析結果の解釈も変わり得る．ただし，討議の概念につ
いて，既往研究では様々な定義がなされており，必ずし
も統一的な定義が定まっていない．例えば，Cohenは，
討議を「平等な参加者間の自由かつ公共的な観点に基
づく論証（free and public reasoning among equals）」と
定義しており，そもそも規範的な価値を含んだ概念と
して討議を捉えている39)．一方，より現実的な観点か
ら，討議参加者の感情やレトリック，あるいは戦略的な
コミュニケーションを含むものとして討議を広義に捉
える考え方もある19),40)．Thompsonは，討議概念の多
義性を認めた上で，討議が対象とする問題状況の特徴
を明確化することにより，多義的な討議概念を統一的
に捉えることを提案している38)．すなわち，Thompson
によれば，討議が対象とする問題は「不合意の状況に
おいて，いかにして討議参加者が正統性を有する集団
的な意思決定を導き出すことが出来るか」という点に
帰着する．この様に，討議は，1)不合意，2)意思決定，
3)正統性によって特徴付けられる問題を取り扱う．第
1に，討議は，参加者間で意見が対立する状況を想定し
ている．全ての関係者の間で始めから合意が成立して
いるならば，討議が要請される余地は少ない．第 2に，
討議は，参加者間の議論を通じて集団的な意思決定を
行う状況を想定している．討議の結果が直接的に当該
集団の意思決定に結び付く必要はないが，討議は集団
の意思決定問題を巡って実施される．第 3に，討議を通
じて正統な結論を導くことが要請される．そのため，討
議参加者は，相互の意見や見解について正当化（mutual
justification）を図ることが求められる38)．
b) ミクロ討議の評価基準
ミクロ討議の評価基準は，1)討議の手続き（process）

と 2)討議の結果（outcome）に関わる基準に大別される
38)．まず，討議の手続きに関わる基準について述べる．
Habermasの討議倫理を含めて，ミクロ討議の規範理論
は討議の理念的手続きを規定したものであり，現実の討
議参加者がこうした手続きや一定のルールを遵守してい
るかを評価することに主眼を置いている．討議の手続き
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表–2 討議の質評価指標42)
1. 参加 討議参加者が自由に討議に参加できるか否かを評価する指標
0 妨害　 発話者が発話の妨害を受けていると主張する場合や，公的な意思決定によって参加への妨害が行われている場合
1 参加可能 上記以外の場合
2. 正当化の水準 発話者の妥当性要求の正当化の性質を評価する指標
0 正当化の不在 妥当性要求を主張するだけでその理由を提示しない場合
1 低質な正当化 理由が提示されるが，妥当性要求と理由の関連が説明されない場合
2 適格な正当化 妥当性要求に関する理由が説明される場合
3 高度な正当化 1 つの妥当性要求に関する複数の理由が示される，もしくは，複数の妥当性要求に関する理由が示される場合
3. 正当化の内容 発話者の妥当性要求が，特定の個人的・組織的な利益を志向しているか，共通善の達成を志向しているかを評価する指標
0 私的利益の言明 特定の個人，集団，選挙民の利益について言明された場合
1 中立的な言明 選挙民，集団，共通善について言明されない場合
2 共通善に関する言明 「最大多数の最大幸福」という功利主義的観点に基づく共通善，もしくは，社会における最も恵まれない者への配慮に基づく

共通善が言明される場合
4. 尊重 発話者の対立する集団，個人，発話に対する尊重の度合を評価する指標
4.1集団に対する尊重 対立する発話者が所属する集団に対する尊重の度合
0 尊重の不在 集団に対する否定的な言明のみ為される場合
1 暗黙の尊重 集団に対する否定的な言明も肯定的な言明も為されない場合
2 明確な尊重 集団に対する肯定的な言明が為される場合
4.2他者に対する尊重 対立する発話者に対する尊重の度合
0 尊重の不在 発話者に対する否定的な言明のみ為される場合
1 暗黙の尊重 発話者に対する否定的な言明も肯定的な言明も為されない場合
2 明確な尊重 発話者に対する肯定的な言明が為される場合
4.3反論に対する尊重 対立する意見に対する尊重の度合
0 反論の無視 反論がありながら，それを無視する場合
1 反論の受容と降格 反論を認めた上で，その反論や反論者に対して否定的な言明を行う場合
2 反論の受容と中立性 反論を認めた上で，その反論に対して中立的な言明が行われる場合
3 反論の受容と尊重 反論を認めた上で，その反論を肯定的に評価する場合
5. 建設的態度 発話者が建設的な発言をするか否かを量る指標
0 立場不変 発話者が自分の見解に固執し，妥協，和解，合意に向けた努力を行わない場合
1 代替的提案 発話者がその時点の議題とは異なる議題について，仲介的な提案を行う場合
2 仲介的提案 発話者がその時点の議題についての仲介的な提案を行う場合

に関わる評価基準として，Steenbergen等の討議の質評価
指標41),42)が最もよく用いられている．Steenbergen等は，
Habermasの討議理論を下敷きとして，討議の質を量る
評価指標を具体的に開発した42)．討議の質評価指標は，
討議理論に基づいて理論的に導出されたものであり，具
体的な討議を対象として考案されたものではないが，そ
の内容は互恵・和解の原理を，討議の評価基準として体系
化したものになっている．Steiner等によれば，Habermas
の討議理論は，1)自由な参加（open participation），2)
正当化（justification），3)共通善（common good），4)
尊重（respect），5)建設的政治（constructive politics），
6)真正性（authenticity）の規準を規定する41)．表–2に，
これらの基準を踏まえて，Steenbergen等が提案した討
議の質指標を一括整理している．同表では，各基準ごと
に実際の討議が，これらのルールを満足する理想的な
発話状況からどの程度乖離しているかを量る水準が定
義されている．なお，上記のルールの中で真正性に関し
ては，その重要性を認めつつも，発言内容だけからその
参加者が誠実に発言しているか否かを判断し難いとい
う理由により，指標化はなされていない．Steenbergen
等の討議の質指標は，基本的に発話者の発言を 1つの
分析単位とし，各基準ごとに水準を判定することによ
り討議における発言の質を評価することを目的として
いる．

次に，討議の結果に関わる基準について述べる．ミ
クロ討議理論では，一般に討議の結果に関わる規範的
要件は規定されていない．ただし，討議が現実の意思決
定問題の解決を目指している以上，討議を通じてどの

ような帰結が得られたかは重要な評価基準になり得る
43)．討議の結果に関わる評価基準として，前項で述べ
たミクロ討議の概念規定38)を踏まえると，1) 合意，2)
意思決定の質，3)正統性の 3つを考えることが出来る．
第 1に，討議を通じて参加者の間で合意に至ったか否
かは，1 つの評価基準になり得る．ただし，前述の通
り，討議は必ずしも関係者間の合意を目指して行われ
るものではない．特に， 2.(3)で述べた通り，討議参加
者間の合意は一部の参加者への排除や抑圧を含んでい
る可能性があり，この点には十分に注意する必要があ
る．第 2に，討議を通じて社会的な意思決定の質が向
上したか否かが重要な評価基準になる．意思決定の質
を評価する上では，当該の意思決定問題に精通した専
門家等による検証を別途行う必要があろう．第 3の正
統性については，討議参加者の正統性認知を測定する
試みがあるが，こうした経験的基準は必ずしも規範的
な正統性概念とは一致しない可能性がある38)．討議の
結果が規範的な観点から正統性を確保し得たか否かを
評価する上では，討議過程において，参加者が自分の
意見や主張の理由を正当化しているか否かという手続
き的な基準に照らして評価せざるを得ない側面がある．
以上に加えて，討議の効果に関わる基準として，これ
までの実証研究において，社会学習44)，公共心の活性
化45)，参加意識の促進46)，寛容性36)，自分や他者の選
好理解47)，アイデンティティ45)，信頼やソーシャルキャ
ピタル48)の形成等が指摘されている．
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c) ミクロ討議の条件

現実の討議場面においてどのような議論が展開する
かは，その討議を実施・運用するための制度的・環境的
条件に依存する．現実の討議を評価する上では，その
討議がどのような制度的・環境的条件の中で実施され
たかを把握することが重要である．Steiner等41)は，こ
うした観点から，議会の審議を対象にして，異なる制
度的条件（合意型システムと多数決システム，大統領
制と議院内閣制，上院と下院，公開性と非公開性，争点
の両極化の有無）の下で，討議の質を比較検証してい
る．その結果，1)議院内閣制よりも大統領制において，
2)多数決システムよりも大連立（grand coalition）や拒
否権を認める合意型システムにおいて，3)下院よりも
上院において，4)公開の場よりも非公開の場において，
5)争点が両極化していない方が，討議の質が高い傾向
にあることを指摘している．
より一般的な観点から，討議環境の設計条件として，

1)時間，2)議題，3)ルール，4)ファシリテータ，5)タ
スク，6)公開性，7)規模等の要因を挙げることが出来
る49)．第 1に，討議参加者が十分な熟慮を得て自分の
意見を述べる上では，討議の時間を一定程度確保する
必要がある49)．その一方で，新しい意見や論点が出な
いにも関わらず，討議を続けた場合，参加者の間で意
見対立が先鋭化し，ともすると集団極化を引き起こす
可能性がある4)．第 2に，討議参加者の多様な意見を引
き出すためには，幅広い議題を設定することが望まし
い49)．限定的な議題では，参加者によっては，結論が
予め決まっていると懐疑的に捉えられる可能性もある．
一方，議題が多すぎると，討議参加者が十分な熟慮を
経て意見を述べ合うことが出来ない可能性がある．第
3に，異なる参加者間で協調的に議論を進める上では，
話し合いの進め方に関して予めルール（グランドルー
ル）を定めておくことが重要である．どのようなルー
ルの下で討議を実施したかは，討議の質を決める重要
な条件になり得る50)．第 4に，ファシリテーターの存在
もまた，討議参加者間の意見対立を緩和し，円滑な議
論を進めるための重要な条件になり得る51),52)．第 5に，
討議の成果として，参加者に対してレポートや政策提
案等のタスクを課す場合がある．こうしたタスクが討
議参加者の動機を高める効果を持ち得ることも指摘さ
れている53)．第 6に，討議の公開性に関して相反する
見解が存在する．一方では，公開の場で討議を行った
方が，討議参加者がより客観的な判断を下すことが指
摘されている50)．他方で，非公開の場で討議を行った
方が，参加者がより誠実に発言し，意見の異なる相手
とも協調的に議論を進める傾向にあることが指摘され
ている54)．第 7に，討議参加者の人数も討議の重要な
条件である．討議参加者の間で十分な議論を進める上

では，参加人数を多くとも 20名程度に留める必要があ
ると指摘されている55)．討議参加者の人数が多い場合，
グループに分けて議論を進め，その後，グループ間で
協議する方法がしばしば採用される．この様に，討議
環境の設計条件に関して様々な見解があり，どのよう
な討議の場を設計すべきかについては必ずしも統一的
な見解はない．現場の状況を踏まえて，望ましい討議
の場の設計方法を判断することが重要である．こうし
た討議設計に関わる判断を行う上でも，討議の制度的・
環境的条件とその条件下で実施された討議の質や内容
との関連について経験的な知見を蓄積することが重要
であろう．

(3) ミクロ討議の規範的評価の課題

討議理論が提示する理想的手続きは，望ましい討議
のあり方を示した規範モデルであり，現実の討議を記述
する説明モデルではない56),57)．討議理論の規範モデル
は，それとの比較で現実の討議が評価されるような「反
実仮想的な理想」を表している58),59)．Steenbergen等の
討議の質評価指標は，現実の討議を評価するための批
判尺度となるとともに，その現実化を目指して討議の
改善を図るための指針を与えるものである60)．現実の
討議において仮に合意が形成されたとしても，その合
意が互恵の原理に基づく討議的合意であったか，この
原理を満たさない非討議的合意であったかが，合意内
容の正統性を判断する上で重要となる．同様に，討議
において合意に至らなかった場合にも，その不合意が
討議的不合意であるか非討議的不合意であるかを見極
めることが重要である．ミクロ討議の基本原理や討議
の質評価指標に基づいて，現実の討議における合意や
不合意が討議的であるか非討議的であるかを評価する
方法を検討することが重要である．
以上に加えて，ミクロ討議の規範理論と実証分析の

方法に関していくつかの課題が存在する．まず，規範
理論の課題として，1)厳格な手続き要件，2)多元論の
不在，3)手続き主義の偏重を挙げることが出来る61),62)．
第 1に，ミクロ討議理論は，Habermasの討議倫理やそ
れに基づく討議の質評価指標を含め，討議参加者に対
して厳しい手続き要件を課している．そこでは，極めて
合理的（hyper-rational）な論証過程が想定されており，
討議参加者の感情やレトリック，挨拶表現等の日常的な
コミュニケーション形態が少なくとも明示的には考慮
に入れられていない61)．討議の質評価指標では，関係
者の自由な参加を規定しているものの，実質的には限
られた関係者しかこうした討議を遂行することは難し
く，一部の関係者を討議場面から排除することにもな
り兼ねない19)．第 2に，ミクロ討議の規範理論では，関
係者間の価値や意見の多様性をいかにして維持するか

第 52回土木計画学研究発表会・講演集

 28



については十分に検討されていない．そのため，ミク
ロ討議の規範的要件だけでは，社会基盤整備に関わる
意思決定において，関係者の多様な価値や意見を考慮
に入れることが出来ない可能性がある17)−19)．第 3に，
ミクロ討議の規範理論は，討議の理念的手続きを定め
ているものの，討議の帰結に関わる要件は規定されて
いない63)．Mutzが指摘する通り，討議の理念的手続き
の妥当性を検討する上でも，討議の結果や効果の観点
から独立した評価を行うことが重要である43)．この点
に関しては，前節で述べた実証分析の枠組みに基づい
て，どのような条件の下で，どのような手続き的基準
に則って討議を実施した場合に，どのような帰結が得
られるかについて分析することにより有益な示唆が得
られるものと期待できる．
一方，ミクロ討議の実証分析については，1)発言内

容の評価の妥当性，2)誠実性の評価に関わる課題を挙
げることが出来る62)．第 1に，討議の質評価指標に基
づいて，討議参加者の発言内容を一義的に判定するこ
とは必ずしも容易ではない．特に，正当化や尊敬の項
目に関しては，同様の発言であっても討議の文脈に依
存してその意味が異なるため，発言内容だけからはそ
の討議の質の水準を判定することは難しい62)．討議の
質を適切に評価する上では，討議の文脈との関連性を
保持した上で，総合的な観点から発言内容を解釈する
必要がある．第 2に，現実の討議において，討議参加者
の不誠実な発言やそれに基づく戦略的コミュニケーショ
ンを判別することが大きな課題である．討議の場にお
いて，公共理性を維持することは容易ではなく，討議
参加者の操作（manipulation），迎合（pandering），イ
メージ維持（image maintaining）戦略等により，私的理
性や国民投票的理性に堕する可能性が常に存在する35)．
公的討議の実践において，私的理性や国民投票的理性
を抑制する上では，そうした理性に基づく発話行為の
特徴を把握することが不可避である．不誠実な発言や
私的理性や国民投票的理性による発話プロトコルの実
証分析が求められる64),65)．公的討議のプロトコル分析
の重要な課題の 1つは，私的理性や国民投票的理性に
よる発話プロトコルを同定，収集し，その内容や特徴
を明らかにすることにある．

5. マクロ討議理論

(1) マクロ討議の規範理論
社会基盤整備は，様々な利害関係者に広域的な影響

を与えるため，すべての利害関係者が公的討議に参加
することは実質的に不可能である．社会基盤整備に関
わる公的討議は，規模の問題を抱えている．この場合，
社会基盤整備の正統性根拠を特定の討議に帰属させる

ことには限界がある．社会基盤整備の正統性を，特定
の討議ではなく，社会における公式・非公式の様々な討
議全体の中で担保する理論的枠組みが必要である．PI
に関わるガイドラインでも，計画検討プロセスと市民
参画プロセスの体系が示されているが，公式・非公式の
様々な討議から成るマクロ討議に関しては明示的には
位置付けられておらず66)，マクロ討議を踏まえた正統
化手続きのあり方を検討することが重要な課題である．

公的討議の規模の問題を克服するために，Dryzekは
討議的正統性（discursive legitimacy）の概念を提示して
いる20)．討議的正統性は，公共圏における討議の集合
体（constellation of discourses）が意思決定主体によっ
て内省的に把握され，社会的意思決定が討議全体の内
容と整合する程度に応じて担保される．なお，Dryzek
の論ずる「討議」とは，特定の議論や討議というより
も，「言葉，言い回し，文の集合を，読み手や聞き手に
理解できる意味のあるテキストに変換する共有化され
た能力の集合」として広義に定義される67),68)．マクロ
討議理論では，「討議」を言語体系に埋め込まれた経験
世界を理解するための 1つの共有化された認識フレー
ム（シンボリックな認識の構造）を表すものとして広
義に解釈する20)．個人は，討議を通じて，経験世界の
諸現象を首尾一貫したストーリーにおいて解釈するこ
とが可能である．例えば，共通の専門分野や学会に所
属する専門家は，その専門領域に関わる討議を共有化
しており，科学的な討議（認識フレーム）の中で諸現象
を理解する．また，地域の生活者は，当該地域におい
て形成された討議を共有化しており，ローカルな討議
（認識フレーム）の中で日常世界を理解している．こう
した討議は，社会の中で顕在化しているものから，潜
在的に存在するものまで多種多様である．

討議的正統性の規範的要件として，1)討議的代表性，
2)メタ合意，3)間主観的合理性の重要性が指摘されてい
る5),20)．第 1に，討議的代表性 (discursive representation)
は，公共圏における様々な「討議」が権限圏において適
切に代表されていることを表している20),68)．代表によ
る「討議」は，自然，アイデンティティ，将来世代，観
点等，個人という単位に還元できない諸価値を内包し
ており，様々な対象が社会的な意思決定における代表
の単位となり得る．「討議」は現実世界の現象を理解す
るための 1つの共有化された認識フレームを表してお
り，意思決定問題の多義的な側面を捉える 1つの視点
を提供する．社会に存在する多種多様な討議を特定の
「討議」に還元することは，意思決定問題の多義的な側
面を捉え損ねる可能性がある．この時，一部の利害関
係者の利益のみを特権化することにもつながりかねな
い．社会基盤整備における多義的な問題状況を総合的
に理解することが重要である．そのためにも，当該の
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意思決定問題に関してどのような議論が行われ，どの
ような「討議」が構成されているかを俯瞰的，網羅的
に把握することが討議的代表性の重要な課題である．
第 2 に，メタ合意 (meta-consensus) は，社会の中で

どのような合意と不合意が形成されているかに関する
高次元の合意を表す5),20)．社会基盤整備を実施する上
では，どのような判断基準や代替案を採択すべきかを
巡って，関係者の間で互いの見解が一致するとは限ら
ず，そのため合意と不合意が複雑に錯綜する．メタ合
意は，合意と不合意を相対化する包括的な認識枠組み
に関する合意であり，メタ合意が形成された場合，討
議参加者は，たとえ自分の意見に対する合意が得られ
ていなくても，他の参加者が自分の関心や信念に配慮
していることを認識することが可能である．この様に，
メタ合意は，関係者の関心が社会の中で配慮されてい
ることに対する内省的な合意 (reflective assent) を表し
ている．メタ合意は，合意と多元論という相対立する
理念を調和させる働きを有している．2. (1)において，
社会的意思決定の認識的正統性要件が理解可能性と当
然性という 2つの機能要件で構成されることを指摘し
た．当然性とは，「もうこれ以上議論しても，新しい議
論が出てこないと判断できる状況に到達したか」を巡
る判断である．メタ合意は，討議参加者が互いの見解
や論点について共通の理解に達し，議論が一定程度成
熟した状況を表しており，当然性が確保できたと判断
できる 1つの条件を表している．それと共に，メタ合
意では，異なる関係者間の意見対立も包含されており，
メタ合意が形成された状況では，ある意見が社会の中
で受け入れられたとしても，異なる意見との相互評価
によって，現実状況に応じて意思決定内容を改定する
余地が常に担保されている．合意形成に到達できない
が，メタ合意が形成された場合には，最終的には賛否
両論併記の形で討議結果を取りまとめることとなる．
なお，メタ合意の形成はミクロ討議理論においても

重要である．特に，互恵の原理・和解の原理とメタ合意
は互いに整合的であると考えられる．互恵の原理と和
解の原理は，公的討議において短絡的な合意を求めず，
利害関係者の相対立する見解に対する相互理解を促す．
一方，メタ合意の概念は，利害関係者の相対立する見
解が相互に配慮されていることに対する高次の合意を
表している．前者は，公的討議の手続き的な内容に関
わる評価基準である．後者は，公的討議の帰結内容に
関わる評価基準である．メタ合意は，公的討議が互恵
の原理と和解の原理に基づく手続きに則して行われた
時に，達成されることが期待される帰結を表している．
この意味において，ミクロ討議理論とマクロ討議理論
は互いに整合的な関係にある．
最後に，公的討議を通じてメタ合意が形成された場

合，間主観的合理性（intersubjective rationality）が担保
されたかどうかが重要となる69)．間主観的合理性は，価
値，信念，選好に関するメタ合意の間で整合関係が保
たれ，それが意思決定に適切に反映されるかどうかに
関わる評価基準である．すなわち，政策案に対して利
害関係者が表明する選好と，利害関係者の持つ根源的
な価値，及び，政策案が価値にどのような影響を及ぼ
すかに関わる信念との間で整合性がとれている否かが
課題となる．間主観的合理性は，メタ合意という主観
的領域と意思決定という客観領域との整合的な関連を
要求している．

(2) マクロ討議の規範的評価の方法
以上の規範的要件に基づいて,現実のマクロ討議状況

を評価する上では，当該の社会基盤整備事業に関して
社会の中でどのような「討議」が行われているかを俯
瞰的に把握すると共に，関係者の間で互いの見解や論
点についてどの程度の共通の理解が浸透しているかを
把握することが求められる．以下では，実証的な観点
から，a)マクロ討議の体系的理解と b)間主観性の評価
の方法論について述べる．
a) マクロ討議の体系的理解
地域住民の意識や関心を調べる方法として，質問紙

調査，インタビュー調査，あるいは心理実験等の社会調
査が挙げられるが，これらの調査では，調査者が予め
設定した質問項目や実験条件の下で得られたデータを
分析の対象としている．しかしながら，マクロ討議領
域においては，社会調査や心理実験において調査者が
設定する言語的カテゴリーよりも，広範な文脈の下で
様々な議論が展開される．このような討議内容を把握
する上では，事例記述的な質的データに対する内容分
析（content analysis）が有効である70)．内容分析は「テ
キストにおける或る特定の特徴を，体系的にかつ客観
的に同定することにより，推論を行う調査技法」であ
る71)．社会基盤整備事業においては，関係者間の委員
会や審議会の議事録，行政の説明会資料，新聞記事，イ
ンターネット上の会話等，当該事業に関わる「討議」を
記録した様々なテキストデータが蓄積される．内容分
析では，こうしたテキストの単位を概念カテゴリーに
分類し，テキストの特徴をそれが組み込まれた文脈と
の関連性を維持しつつ明らかにすることを目的とする．
こうした内容分析を通して，マクロ討議領域において
利害関係者の間でどのような「討議」が構成されてい
るかを把握することが求められる．
Krippendorffは内容分析の特徴として，1)非露見性，

2)非構造性，3)文脈感応性の 3つを挙げている70)．第
1に，実験や質問紙調査においては，調査対象者が調査
状況に過度に反応することに起因して，調査結果の妥
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当性が損なわれる問題が存在する．それに対して，内
容分析は調査対象者に気づかれにくい手法であり，調
査における露見性の問題を回避することが可能である．
第 2に，内容分析は，予め構造化されていないデータを
分析の対象とする．このため，調査者が事前に予期でき
ない事象に対しても分析することが可能である．また，
第 3に，調査者が対象事例を事前に構造化しないため，
内容分析は文脈に即応することが可能である．すなわ
ち，内容分析は調査対象者間のコミュニケーション過
程をシンボリックな現象として扱い，個人の認識や意
味づけを推論することにより，文脈との関連性を維持
することができる．

マクロ討議の内容分析に関連する概念カテゴリーと
して，1)語彙群（vocabularies），2)プロット群（story
lines），3)認識体系（epistemic figure）の 3つが挙げら
れる72)．第 1に，テキストの中から，「討議」を特徴付
ける主題やトピックを語彙として抽出する方法が挙げ
られる．こうした語彙は，討議参加者の価値や関心を表
すと共に，討議場面においてどのような議論を展開す
るかを規定する討議的制約（deliberative constraint）と
なる72)．討議における中心的・特徴的な語彙を把握す
ることにより，現実に展開する「討議」の内容を類推
することが可能である．近年では，自然言語処理分野
のテキストマイニングを用いて，膨大なテキストデー
タから主題やトピックを統計的・定量的に抽出する様々
な方法が開発されており，土木計画学の分野において
も，討議内容の分析に活用する研究が蓄積されている
73)−76)．

第 2に，プロットは「現実の諸事態間の連関を規定
する生成的な言説」を表す72)．テキストの中から「討
議」を表すプロットを定量的に抽出することは難しい．
ただし，Dryzeck等は，内容分析の方法に質問紙調査の
手法を組み合わせて，Q方法論（Q methodology）77)を
用いた談話分析を提案しており，テキストデータの中
から「討議」を抽出する方法としてよく用いられてい
る78)−81)．Q方法論は，対象とする問題に関わる利害関
係者の主観的立場（subjective positions）を明らかにす
る方法として，社会科学の様々な分野において適用さ
れてきた．Dryzek等69)の提案手法では，討議の特徴と
して，1)存在論（個人や集団等の存在に言及），2)エー
ジェンシー（行動主体の程度に言及），3)動機（自己利
益や不偏性等の動機に言及），4)関係性（階層的関係に
言及）等のカテゴリーを設定し，テキストの中からそ
うした特徴を有する発話データを取り出す．その上で，
利害関係者に対するインタビューや質問紙調査を通じ
て，これらの発話データに対する評価データを収集し，
そこから因子分析を通じて討議を抽出するという試み
がなされている．ただし，こうした試みは未だ少なく，

「討議」の探索的な評価方法については体系的な方法論
が確立しているわけではない．「討議」を網羅的に収集・
把握するための方法に関する知見を蓄積することが重
要である．
第 3に，関係者間の討議の背後にある認識体系を明

らかにする方法が挙げられる．こうした認識体系は，関
係者が現実世界や当該の意思決定問題をどのように理
解・認識しているかを示す体系的な枠組みである31)．例
えば，羽鳥他65)は，社会基盤整備に関わる討議過程に
おける参加者間の認識体系やその相違をファセット理
論82)を用いて体系的に把握するためのプロトコル分析
手法を提案している．このアプローチでは，討議参加
者の発言内容をファセットとその要素から構成される
言語体系の中で表現する．こうしたファセット体系の内
容から，討議においてどのような論点が議論されたか，
参加者の間でどのような認識の相違があったかを類推
することが可能である．こうした分析をマクロ討議全
体に適用することによって，マクロ討議領域における
「討議」（認識フレーム）を特定化すると共に，その全
体的な構造を明らかにすることが可能である．ただし，
マクロ討議全体を対象にしてファセット理論に基づく
プロトコル分析を実施する上では，1)ファセット体系
の設定と 2)発話データのファセット分類が重要な課題
となる．第 1に，マクロ討議における発話データを分
類する上では，分析者がファセット体系を予め設定す
る必要がある．このためには，マクロ討議の内容を吟
味する作業と同時に，ファセットとその要素を確定す
る必要がある．第 2に，ファセット体系が確定した後，
マクロ討議における膨大な発話データをファセットに
分類する作業が必要である．この点については，鄭他
83)において，機械学習手法に基づいて発話データをファ
セットに分類する統計的ファセット学習モデルが提案
されている．こうしたモデルを援用しながら，ファセッ
ト分類作業を支援することが期待できる．

b) 間主観性の分析枠組み
社会基盤整備に関わるメタ合意や間主観的合理性は，

異なる利害関係者が互いの意見や関心をどのように理
解しているかという間主観性（intersubjectivity）に関わ
る評価基準である．哲学，社会学，心理学をはじめ，社
会科学の諸分野において，間主観性に関わる様々な議
論が展開されてきた．間主観性の概念に関して，例え
ば，廣松は，「自分と他者達とが，相互に主体として承
認し合いつつ単一の世界を共有すること」と定義して
いる84)．また，Mori and Hayashiは，間主観性を「ある
対象に対して共通の定義を与えているとの感覚上の合
意」を表すものと定義している85)．さらに，Laing等は，
より簡潔に「合意や不合意に対する相互の認識」と定
義している86)．この様に，間主観性の概念は多義的で
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表–3 間主観性の構造
段階 自己 S 他者 O

直接的パースペクティブ 自己 S の事象 X に対する　 他者 Oの事象 X に対する
パースペクティブ（S → X） パースペクティブ（O→ X）

メタパースペクティブ 自己 S の事象 X に関する他者 Oの　 他者 Oの事象 X に関する自己 S の
パースペクティブに対する パースペクティブに対する
パースペクティブ（S → O→ X） パースペクティブ（O→ S → X）

メタメタ 自己 S の事象 X に関する他者 Oの　 他者 Oの事象 X に関する自己 S の
パースペクティブ メタパースペクティブに対する メタパースペクティブに対する

パースペクティブ（S → O→ S → X） パースペクティブ（O→ S → O→ X）

あるが，自己と他者との間でそれぞれ対象を主観的に
認識していることを了承しながら，そうした認識を共
有化する関係性として捉えられている．
間主観性を実証的に分析する試みとして，古くは

Stryker等による自己評定に関わる比較調査が挙げられ
る87)．この方法では，自分が他者からどのように捉え
られているかについての評定（what Self thinks Other
thinks about Self）が，実際に他者が自分をどのように
捉えているか（what Other actually thinks about Self）と
一致するかどうかによって，間主観的な関係が分析さ
れる．Laing等は，こうした方法をより一般化し，間主
観性を自己と他者のパースペクティブ間の関係性とし
て捉えて，表–3に示す通り，1)直接的パースペクティ
ブ（direct perspective，以下「直接 p」），2)メタパース
ペクティブ（metaperspective，以下「メタ p」），3) メ
タメタパースペクティブ（meta-metaperspective，以下
「メタメタ p」）の 3段階から成る間主観性の構造を提示
している86)．第 1に，直接 pは，自己（S）と他者（O）
のある事象（X）に対するパースペクティブを表してい
る．第 2に，メタ pは，自己と他者の相手の直接 pに対
する評価を表している．第 3に，メタメタ pは，自己と
他者の相手のメタ pに対する評価を表している．以上
の 3段階に基づいて，表–4に示す通り，2者間の間主
観的関係を分析することが出来る．まず，両者の直接 p
を比較することによって，両者の間で合意が成立して
いるか，不合意が成立しているかを評価することが出
来る．例えば，S 氏が「プロジェクトを実施すべきだ」
と考えており，O氏も「プロジェクトを実施すべきだ」
と考えていれば，両者の間でプロジェクトの実施に対
して合意が成立している．次に，一方のメタ pと他方の
直接 pを比較することによって，両者の間で共通の理
解に達しているか，誤解が生じているかを評価するこ
とが出来る．例えば，O氏が「S 氏はプロジェクトを実
施すべきではないという意見を持っている」と考えて
いれば，両者の間で誤解が生じていることとなる．最
後に，一方のメタメタ pと他方のメタ pを比較するこ
とによって，両者がこうした誤解が存在していること
を認識しているかどうかを評価することが出来る．特

表–4 間主観的関係
間主観的関係

直接的パースペクティブと 合意／不合意
と直接的パースペクティブ
（S → X & O→ X）
直接的パースペクティブと 理解／誤解
メタパースペクティブ
（S → X & O→ S → X）
メタパースペクティブと 理解／誤解の認識の有無
メタメタパースペクティブ
（S → O→ S → X
　 & O→ S → X）

に，両者の間の誤解を解消する上では，こうした高次
のパースペクティブが必要である．例えば，S 氏が「O
氏は自分がプロジェクトを実施すべきではないという
意見を持っていると考えている」という誤解に気付け
ば，両者の間で誤解を解くきっかけになり得る．
社会基盤整備において，関係者の間でメタ合意が成

立する上では，各々の直接 pが必ずしも一致する必要は
無い．むしろ，異なる関係者の間で直接 pとメタ pの間
で誤解が生じていないことが重要である．そして，仮に
誤解が生じている場合には，より高次の次元（メタメタ
p）に立って，関係者自身がその誤解に気付くことが必
要となる．この様に，間主観的な関係やその認知状況
を評価することによって，関係者間のメタ合意の成立
状況を把握することが可能である．具体的な方法とし
て，Laing等が開発した対人認知質問調査（Interpersonal
Perception Method questionnaire）86)やインタビュー調査
等の方法が考えられる．また，現実の討議過程を対象
にして，以上の間主観性のフレームワークに基づいて，
討議参加者の発言内容を分析し，間主観的関係を評価
する談話分析の方法も考えられる．ただし，こうした
分析方法の適用事例は殆ど無く，有効な方法論の開発
が重要な課題である．

(3) マクロ討議の規範的評価の課題
マクロ討議の規範理論と実証分析の課題について述

べる．まず，規範理論に関して，討議的正統性の要件は
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いずれも討議の帰結に関する評価基準であり，討議の
手続き的な基準ではない62)．マクロ討議の規範理論は，
公式・非公式のあらゆるコミュニケーション形態を想定
しており，ミクロ討議理論が定めている様な厳格な手
続き的要件を課していない．当然ながら，マクロ討議
の規範的要件のみでは，利害関係者の戦略的コミュニ
ケーションを抑制することは難しい．以上の点と関連
して，マクロ討議理論では，討議プロセスがブラック
ボックスとして取り扱われる傾向にあり62)，討議的代
表性，メタ合意，間主観的合理性の 3つの要件に関し
て，どのような討議プロセスによって，これらの帰結
を導くことが出来るかについては明らかではない．マ
クロ討議理論の規範的要件を満たし，討議的正統性を
確保するための討議の手続きについて検討することが
重要な課題である．

一方，マクロ討議の実証分析を通して，社会基盤整
備に関わる様々な「討議」を適切に把握する上では，こ
うした「討議」が多義的な意味を帯びたシンボリック
な現象であることを理解することが重要である．そこ
では，１）メッセージのもつ意味は唯一ではない，２）
意味は必ずしも共有されない点に十分に留意する必要
がある70)．第 1に，1人の参加者の有する認識体系にお
いても，言葉の意味はその参加者の置かれた状況や文
脈に応じて多数存在する．参加者が自分の発する言葉
にどのような意味を付与しているかは，当該の参加者
が自分の多かれた状況をどのように認識しているかに
依存する．第 2に，言葉の有するシンボリックな意味
は，各参加者の経験や知識に基づいて構造化され，異
なる経験や知識を有する他の参加者との間で言葉の意
味に関する一致を見ることは容易ではない．現実の討
議においては，こうしたコミュニケーションを通じて，
当該の問題に関わる多義的な意味の構造が形成される．

本章で紹介した談話分析の定量的手法は，マクロ討
議に関わる膨大なテキストデータから「討議」のタイ
プやその内容を体系的・包括的に把握する上で有用であ
る．ただし，その分析にあたり，「討議」の要素をそれ
が実施された文脈から抽象化して取り出すため，とも
すると「討議」が有する多義的な意味を見落とすこと
になりかねない．「討議」のシンボリックな意味を適切
に理解する上では，分析者が「討議」の文脈を解釈し，
分析結果の妥当性を吟味する作業が不可欠である．例
えば，政策形成や公的討議を対象とした物語研究88)−90)

では，「討議」をその文脈の中で位置付け，その内容や
展開を「物語」として記述する．そこでは，討議参加
者が自己の物語を基盤にして，自らの意見を述べると
共に，他者の意見を解釈することが想定される88)．物
語を活用したアプローチでは，こうした参加者の「物
語」をその参加者の立場に立って解釈することに主眼

を置いている．マクロ討議全体に対して，どのような
討議が展開しているかを物語的に把握する研究事例は
殆ど無いが，Boswellは，討議システムやマクロ討議の
分析・評価を行う上で，「物語」が重要な役割を果たす
ことを指摘している91)．Boswellによれば，マクロ討議
領域における物語的理解は，例えば，
1)利害関係者が公的討議に参加できているか，あるい
は阻害されているか，
2)当該の意思決定問題に関わるアイディアや論点が討
議システムの中で効果的に伝播しているか，あるいは
無視されているか，
3)マクロ討議領域におけるコミュニケーションが関係
者の意見や選好の変容を促進しているか，あるいは極
端な意見を助長しているか，
4)マクロ討議領域における合意や妥協が健全なものか，
あるいはエリートによる操作が行われているか，
を把握する上で有用である91)．その他，談話分析の結
果の妥当性を確認する上では，分析データとは異なる
テキストデータや他の調査手法によって得られた観察
データによって相互チェックを行うことが重要である．
例えば，既往研究92)では，Q方法論による談話分析を
行った後，調査対象者への事後的インタビュー調査を
実施し，抽出した「討議」の内容の妥当性を吟味して
いる．このような検証過程を経ることによって，経験
的世界との親和性を維持することが重要となる．

6. ミクロ－マクロ討議理論

(1) ミクロ－マクロ討議の規範理論

社会基盤整備において実施される PIは，権限圏と公
共圏を接合し，公共圏における諸討議を基盤とした討
議的正統性を担保する上で重要な役割を担っている．た
だし，公共圏における討議が，社会的な意思決定の決定
権を持つことはない．最終的な意思決定は権限圏に委
ねられている．ラディカルな民主政理論は，一般に権威
（authority）に対して批判的な立場をとる．Warrenによ
れば，ラディカル民主政理論が権威に否定的である理由
は，権威の作用が一般市民の判断の放棄（surrender of
judgment）を必然的に伴うものと想定しているためで
ある93)．それと同時に，一般市民が公共圏における討
議に参加することを通じて，彼らの民主的判断の質が
向上することを期待する．しかし，現代社会では，行政
や議会を始め，様々な権威は否定し難い存在意義を有
している．一般市民が，行政の日々の業務を含めて，社
会的意思決定に関与することは実質的に不可能である．
一般市民は，ほとんどの意思決定を権威に頼らざるを
得ない．Warrenは，権威を一般市民の（判断の放棄で
はなく）判断の限定的な一時的停止（limited suspension
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of judgment）を含意するものとして位置付けている93)．
そうした判断の一時停止は，権威に対する信頼やアカ
ウンタビリティによって支えられる．

この様に，民主的社会における権威は，公共圏におけ
る一般市民が権威に対する諸判断を一時的に停止する
ことによって成立する．このことは，一般市民が権威に
対して諸権限を委任することを意味している．そうし
た権限の委任は，権限圏と公共圏との間のアカウンタ
ビリティ関係を通じて成立する．越水他31)は，Giddens
の構造理論94),95)に基づいて，アカウンタビリティ概念
の構造が，意味の構造，正統化の構造，支配の構造と
いう 3つの構造の複合体として把握できることを明ら
かにしている．ここで，意味の構造は，委託－受託内
容に関わる当事者間の認識体系の総体を表し，正統化
の構造は，委託－受託内容の妥当性に関わる規範秩序
を表し，支配の構造は，委託者－受託者の信頼関係に
基づくガバナンスを表している．権限圏と公共圏の間
で，権限の委託が適切に履行されるためには，権限主体
と一般市民の間で相互理解を深め，権限の委託内容に
関わる意味の構造を共有化することが重要である．さ
らに，Giddensによれば，権威が成立するためには，そ
の正統性が社会の中で担保されていることが前提とな
る94)．特に，その権威が社会の中で当然のこととして
受け入れられているという当然性の条件が必要である．
すなわち，権威の認識的正統性が確保されていなけれ
ばならない．最後に，一般市民が権威に対して自分の
判断を停止し，権限を委任するためには，両者の間で
信頼関係が成立していることが必要である．この様に，
民主的社会において権威が成立するためには，権限圏
と公共圏との間で意味の構造，正統化の構造，支配の
構造が適切に機能することが重要となる．

社会基盤整備において，PIは権限圏と公共圏とのア
カウンタビリティ関係を維持する上で重要な役割を担
う．PIを通じて，権限主体と一般市民との間のコミュ
ニケーションの維持（意味の構造化），権限主体に課さ
れる業務内容の明確化（正統化の構造化），権限主体
と一般市民の信頼関係の形成（支配の構造化）を図る
ことが求められる．特に，専門的判断に関わる権限が
権限主体に適切に委任されるためには，権限主体と一
般市民の間で権限内容に関する相互理解を深め，意味
の共有化を図ることが重要となる．権限圏と公共圏の
間で意味の構造に関する相互理解を図る上で，専門的
知識の厳密性と適正性に関する議論を区別することが
重要である．前者に関しては，公共圏における利害関
係者が，権限圏における専門的議論の内容を理解でき
るという理解可能性条件を確保することが重要である．
科学的・技術的判断に関して合意が形成できない場合
には，関連する学会等の共同体における議論に拡大す

るなど，PIにおける議論を外部化することが必要であ
る．一方で，公共圏において重視される適正性の判断
に関しては，利害関係者の間で合意に到達せずに，議
論が終焉しない可能性が少なからず存在する．この場
合，利害関係者の間で十分に議論が尽くされ，公共圏
においてメタ合意が形成されたか否かという当然性に
関わる判断が求められる．

(2) 橋渡し型討議の規範的評価の枠組み
権限圏と公共圏の間でアカウンタビリティ関係を構

築する上では，PI等の公的討議が重要な役割を担う．本
稿では，ミクロ討議（権限圏）とマクロ討議（公共圏）
を接合する討議を橋渡し型討議と呼ぼう．橋渡し型討
議では，行政，有識者，住民代表，企業や団体の代表
等，社会基盤整備に関わる関係者が互いに議論を交わ
す．橋渡し型討議を通じて，社会的意思決定に関わる
正統性（討議的正統性）を担保する上では，ミクロ討
議とマクロ討議の規範的要件の双方を満足することが
重要となる．以下では，この点を踏まえて，橋渡し型
討議の評価基準として，1)手続き評価，2)包括性評価，
3)帰結評価，4)信頼形成効果について説明する．
1)手続き評価（プロセス評価）　橋渡し型討議では，特
定の関係者の間で，社会基盤整備に関わる判断基準や
意思決定の妥当性について様々な論証が行われる．こ
の点を踏まえると，橋渡し型討議の手続き（プロセス）
において，ミクロ討議の規範的要件が満足できたかど
うかが問われる．特に，討議参加者間の道徳的対立を
緩和する上では，参加者が互恵の原理と和解の原理を
遵守することが求められる．
2)包括性評価（インプット評価）　橋渡し型討議にお
いて，討議的正統性を担保する上では，公共圏におけ
る様々な討議が適切に代表されていることが求められ
る．特に，橋渡し型討議の場において，
1) そのままでは社会から消失してしまう重要な情報，
パースペクティブ，暗黙の議論を含んだ討議，
2)不等に排除された利害関係者のニーズ，要求，関心，
パースペクティブ等を含んだ討議
をいかにして取り上げられるかが問われる62)．討議的
代表性の要件は，橋渡し型討議における議題や論点の
包括性に関わる評価基準である．また，公共圏の内容
が適切に伝達されているかを表しており，橋渡し型討
議のインプット評価と呼ぶことが出来る．
3)帰結評価（アウトカム評価）　さらに，橋渡し型討
議の帰結（アウトカム）に関わる評価基準として，メ
タ合意や間主観的合理性の要件が考えられる．橋渡し
型討議において，こうした条件が満たされれば，仮に
関係者の間で合意が得られていなくても，関係者の間
で成熟した議論が進められ，互いの意見や関心につい
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て一定程度共通の理解に達していると評価することが
出来る．
4)信頼形成効果の評価（マクロ評価）　橋渡し型討議
の内容が公共圏にどのような効果を及ぼすかを評価す
ることが重要である．特に，権限圏と公共圏の間でアカ
ウンタビリティ関係が成立し，一般市民が権限圏に社
会的意思決定に関わる権限を委任するためには，橋渡
し型討議を通じて，一般市民の信頼が得られたかどう
かが重要な評価基準になり得る．こうした信頼は，「橋
渡し型討議において，社会的意思決定の正統性が十分
に検証されたかどうか」に関わる市民の「熟慮に基づく
沈黙（deliberate silence）」を表しており，討議システム
が健全に機能する上で不可欠な条件とされている96),97)．
以上の評価基準の枠組みは，ミクロ討議理論とマク

ロ討議理論の規範的要件の盲点（blindspot）62)を互いに
補完し合うものと位置付けられる．前述した通り，ミ
クロ討議理論は，討議の手続きに関わる評価基準を規
定するものの，討議の帰結に関わる基準は提示されて
いない．その反対に，マクロ討議理論は，討議の帰結
に関わる評価基準を規定するものの，討議手続きに関
わる基準は提示されていない．橋渡し型討議の評価の
枠組みは，双方の討議理論の評価基準を通して，社会
的意思決定の正統性（討議的正統性）に関わる手続き
的要件と帰結的要件を評価するものである．

(3) メタ討議の役割と課題
最後に，討議システム全体の機能を維持・促進する

上で，メタ討議の役割と課題について述べる． 3.(2)で
述べた通り，メタ討議は，討議システムにおける諸討
議をどのように関連付け，組織化すべきかに関わる高
次の討議を表している．上述した通り，橋渡し型討議
はミクロ討議とマクロ討議を接合する役割を果たすが，
こうした異質な討議を接合し，両者の補完的関係を維
持することは極めて難しい．すなわち，ミクロ討議で
は，特定の関係者の間で，社会意思決定の判断基準や
その妥当性を巡って論証が重ねられる．そこでは，各
関係者が自分の意見の正当化を試みながら，相互に承
認可能な判断の根拠を見出すという厳格な討議規範に
従うことが求められる．一方，マクロ討議では，不特
定多数の関係者の間で，社会的意思決定問題を巡って
多種多様なコミュニケーションによる自由な議論が展
開される．しかし，ミクロ討議とマクロ討議という異
質な討議を接合した結果，両者の間で補完関係が成立
する保証はなく，ともすると，ミクロ討議の規範的秩
序が解体することや，マクロ討議領域において硬直化
した議論が展開される可能性が常にある．例えば，羽
鳥他2)では，社会基盤整備に関わる第 3者委員会の討議
内容を広く一般に公開することにより，委員会におけ

る議論が形骸化する問題の構造を理論的に明らかにし
ている．ミクロ討議（権限圏）とマクロ討議（公共圏）
の間でどのように橋渡し型討議の場を設計し，両者の
補完的関係を維持することが出来るかが，メタ討議の
重要な課題となる．

以上の問題は，Mansbridge等において討議システム
の病理として指摘されている，1)過度なカップリング，
2)ディカップリング，3)支配，4)非討議的態度の問題
と関連している98)．第 1に，過度なカップリングは，討
議システム内の異なる討議が過度に緊密に結合した結
果，討議間の役割分担や各討議の機能が阻害される問
題を表している．上述した通り，ミクロ討議とマクロ
討議を接合した結果，ミクロ討議の規範的秩序やマク
ロ討議の自由な議論が阻害される可能性が考えられる．
さらに，社会基盤整備に関わる意思決定は原則的にミ
クロ討議（権限圏）において行われるが，ミクロ討議
とマクロ討議が緊密に結合した場合，こうした意思決
定の権限が曖昧になる可能性もある．第 2に，ディカッ
プリングは，異なる討議が互いに分離し，両者の間で
補完関係が形成されない問題を表している．社会基盤
整備に関して，行政や専門家の間で専門的・技術的な
判断を巡って議論が展開される場合，そうした議論の
内容が一般の利害関係者の認識や関心及びそれに基づ
く日常的な議論の内容と大きく乖離する可能性がある．
第 3に，支配は，特定の利害関心やイデオロギーを持っ
た個人や集団が，システム内の討議全体に絶対的な影
響を及ぼす問題を表している．特定の討議がシステム
を支配した結果，当該の意思決定問題に関わる重要な
論点や少数派の立場や関心が公的討議の場から除外さ
れる可能性がある．第 4に，討議システムの健全な機
能は，結局のところ，システム内で討議を行う一般市
民，行政，専門家等の関係者一人一人の資質や態度に
依存する．討議参加者が自分の意見に固執したり，異
なる立場にある参加者の意見に耳を傾けない等の非討
議的態度を採る場合99),100)，社会から良質な討議が消失
し，当然ながら，討議システム全体の討議的性能は低
下することとなる．以上の討議システムの病理を克服
する上では，メタ討議を通じて，討議システムの状況
を俯瞰的・包括的に把握しながら，システムの病理を
検知する必要がある．その上で，ミクロ討議とマクロ
討議間の補完的関係を維持すると共に，討議システム
の規範的秩序を維持することが求められる．こうした
メタ討議による自己探知・自己修正機能によって討議
システムの秩序を維持・形成するためのガバナンスの
あり方については，近年着目されつつある問題である
が20),101)，未解明な所が多く，今後の重要な研究課題と
言える．

第 52回土木計画学研究発表会・講演集

 35



7. おわりに

我が国において PIが導入されてから久しいが，これ
まで土木計画学の分野において公的討議に関する規範
的研究が十分に蓄積されていないのが実情である．公
的討議の規範理論なくしては，現実の討議を評価する
ための基準が定かでなく，討議に関わる関係者にとっ
て，より良い討議に向けた改善を図ることが困難とな
る．その結果，公的討議の実践において，議論の収束
点が見出せないまま，形骸化した議論が繰り返される
という状況に陥っている場合も少なくない．このよう
な問題意識の下で，本研究では討議理論の知見を踏ま
えて，公的討議の基本原理や規範的要件，現実の討議
を評価するための実証的方法や課題について考察した．
その際，討議システムの概念を導入し，公的討議が特
定の討議を対象としたミクロ討議，討議システム全体
を対象としたマクロ討議から構成されることを指摘し
た．その上で，ミクロ討議の基本原理や評価基準を取
りまとめ，ミクロ討議を評価するための実証分析の方
法や課題を考察した．マクロ討議に関しては，討議的
正統性の概念を提示し，討議的正統性を担保するため
の規範的要件を取りまとめ，社会における様々な討議
を体系的に把握するための方法や課題について考察し
た．さらに，ミクロ討議とマクロ討議の補完的関係を
維持するための要件や，両者を接合した橋渡し型討議
の評価基準を取りまとめた．その上で，今後の課題と
して，討議システムの病理やメタ討議の役割と課題に
ついて考察した．
本稿において論じてきた通り，公的討議は人々の利

害関心や認識能力の限界に起因して様々な課題を抱え
ている．その一方で，人々がその限定的な利害関心や
認識能力にも関わらず，現実世界について何ほどかの
真理を知り，異なる立場にある人との間で合意を形成
するのも，人々が公的討議という社会的営為を為し得
るがためであることも事実であろう．公的討議の意義
と課題を見据えつつ，望ましい討議の実現に向けた研
究を進めることが重要である．
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